
報告第１号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号)新旧対照表 

現行 改正案 

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等) 

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等) 

第47条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月10日までに、その徴収した月

割額を施行規則第5号の15様式 

 又は施行規則第2条の6の規定

により総務大臣が定めた様式による納入書

によって納入しなければならない。 

第47条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月10日までに、その徴収した月

割額を施行規則第5号の15様式若しくは第5

号の15の2様式又は施行規則第2条の6の規定

により総務大臣が定めた様式による納入書

により  納入しなければならない。 

(法人の市民税の申告納付) (法人の市民税の申告納付) 

第50条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書(第9

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。)を、同条第1項、第2項、第31項及

び第35項の申告納付にあってはそれぞれこ

れらの規定による納期限までに、同条第34項

の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し、その申告に係る税金又は同条第1項後段

及び第2項後段の規定により提出があったも

のとみなされる申告書に係る税金を施行規

則第22号の4様式                    によ

る納付書により納付しなければならない。 

第50条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書(第9

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。)を、同条第1項、第2項、第31項及

び第35項の申告納付にあってはそれぞれこ

れらの規定による納期限までに、同条第34項

の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し、その申告に係る税金又は同条第1項後段

及び第2項後段の規定により提出があったも

のとみなされる申告書に係る税金を施行規

則第22号の4様式又は第22号の4の2様式によ

る納付書により納付しなければならない。 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同

条第33項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。)に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項

又は第31項の納期限(納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とする。第7

項第1号において同じ。)の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.

6パーセント(申告書を提出した日(同条第35

項の規定の適用がある場合において、当該申

告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該提出期限)までの期間又はその期間の末

日の翌日から1月を経過する日までの期間に

ついては年7.3パーセント)の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金を加算して

施行規則第22号の4様式 

 による納付書により納付しなければなら

ない。 

5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同

条第33項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。)に係る税金を納付する

場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項

又は第31項の納期限(納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とする。第7

項第1号において同じ。)の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.

6パーセント(申告書を提出した日(同条第35

項の規定の適用がある場合において、当該申

告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該提出期限)までの期間又はその期間の末

日の翌日から1月を経過する日までの期間に

ついては年7.3パーセント)の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金を加算して

施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様

式による納付書により納付しなければなら

ない。 
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6～16 （略） 6～16 （略） 

(法人の市民税の不足税額の納付手続) (法人の市民税の不足税額の納付手続) 

第51条 法人の市民税の納税者は、法第321条

の12の規定に基づく納付の通知を受けた場

合には、当該不足税額を当該納税通知書の指

定する期限までに施行規則第22号の4様式 

 による納付書により納

付しなければならない。 

第51条 法人の市民税の納税者は、法第321条

の12の規定に基づく納付の通知を受けた場

合には、当該不足税額を当該納税通知書の指

定する期限までに施行規則第22号の4様式又

は第22号の4の2様式による納付書により納

付しなければならない。 

2 前項の場合においては、その不足税額に法

第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限

(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係

る不足税額がある場合には、同条第1項又は

第2項の納期限とし、納期限の延長があった

場合には、その延長された納期限とする。第

4項第1号において同じ。)の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセン

ト(前項の納期限までの期間又は当該納期限

の翌日から1月を経過する日までの期間につ

いては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 

2 前項の場合には      、その不足税額に法

第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限

(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係

る不足税額がある場合には、同条第1項又は

第2項の納期限とし、納期限の延長があった

場合には、その延長された納期限とする。第

4項第1号において同じ。)の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセン

ト(前項の納期限までの期間又は当該納期限

の翌日から1月を経過する日までの期間につ

いては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 

3・4 （略） 3・4 （略） 

(たばこ税の申告納付の手続) (たばこ税の申告納付の手続) 

第93条 前条の規定によりたばこ税を申告納

付すべき者(以下この節において「申告納税

者」という。)は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる

本数の合計数(以下この節において「課税標

準数量」という。)及び当該課税標準数量に

対するたばこ税額、第91条第1項の規定によ

り免除を受けようとする場合にあっては同

項の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額並びに次条第1項の規定により

控除を受けようとする場合にあっては同項

の適用を受けようとするたばこ税額その他

必要な事項を記載した施行規則第34号の2様

式による申告書を市長に提出し、及びその申

告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式

 による納付書によ

り納付しなければならない。この場合におい

て、当該申告書には、第91条第3項に規定す

る書類及び次条第1項の返還に係る製造たば

この品目ごとの数量についての明細を記載

した施行規則第16号の5様式による書類を添

付しなければならない。 

第93条 前条の規定によりたばこ税を申告納

付すべき者(以下この節において「申告納税

者」という。)は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる

本数の合計数(以下この節において「課税標

準数量」という。)及び当該課税標準数量に

対するたばこ税額、第91条第1項の規定によ

り免除を受けようとする場合にあっては同

項の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額並びに次条第1項の規定により

控除を受けようとする場合にあっては同項

の適用を受けようとするたばこ税額その他

必要な事項を記載した施行規則第34号の2様

式による申告書を市長に提出し、及びその申

告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式

又は第34号の2の5の2様式による納付書によ

り納付しなければならない。この場合におい

て、当該申告書には、第91条第3項に規定す

る書類及び次条第1項の返還に係る製造たば

この品目ごとの数量についての明細を記載

した施行規則第16号の5様式による書類を添

付しなければならない。 
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2～4 （略） 2～4 （略） 

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納

期限(納期限の延長があったときは、その延

長された納期限。第96条第2項において同

じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正

申告書を提出した日までの期間又はその日

の翌日から1月を経過する日までの期間につ

いては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して、

施行規則第34号の2の5様式 

 による納付書によって納付しなけ

ればならない。 

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納

期限(納期限の延長があったときは、その延

長された納期限。第96条第2項において同

じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正

申告書を提出した日までの期間又はその日

の翌日から1月を経過する日までの期間につ

いては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して、

施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の

5の2様式による納付書によって納付しなけ

ればならない。 

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続) (たばこ税に係る不足税額等の納付手続) 

第96条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の

告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重

加算金額を、当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第34号の2の5様式 

 による納付書によって納付し

なければならない。 

第96条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、

第483条又は第484条の規定に基づく納付の

告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重

加算金額を、当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の

2の5の2様式による納付書によって納付しな

ければならない。 

2 （略） 2 （略） 

附 則 附 則 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例) 

第7条 昭和57年度から令和6年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第

4項に規定する場合において、第37条の2第1

項の規定による申告書(その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに提出

された第37条の3第1項の確定申告書を含む。

次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第25条第1項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき

(これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない事由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は、当

該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。 

第7条 昭和57年度から令和9年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第

4項に規定する場合において、第37条の2第1

項の規定による申告書(その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに提出

された第37条の3第1項の確定申告書を含む。

次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第25条第1項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき

(これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない事由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は、当

該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(読替規定) (読替規定) 

第9条 法附則第15条から第15条の3の2まで、

第63条又は第64条の規定の適用がある各年

第9条 法附則第15条から第15条の3の2まで又

は第63条        の規定の適用がある各年
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度分の固定資産税に限り、第55条第8項中「又

は第349条の3の4から第349条の5まで」とあ

るのは、「若しくは第349条の3の4から第 

349条の5まで又は法附則第15条から第15条

の3の2まで、第63条若しくは第64条」とする。 

度分の固定資産税に限り、第55条第8項中「又

は第349条の3の4から第349条の5まで」とあ

るのは、「若しくは第349条の3の4から第 

349条の5まで又は法附則第15条から第15条

の3の2まで若しくは第63条      」とする。 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合) 

第9条の2 （略） 第9条の2 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 法附則第15条第15項に規定する市町村の条

例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措

置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規

定する特定都市再生緊急整備地域における

法附則第15条第15項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1)とする。 

3 法附則第15条第14項に規定する市町村の条

例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措

置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規

定する特定都市再生緊急整備地域における

法附則第15条第14項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1)とする。 

4 法附則第15条第22項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1とする。 

4 法附則第15条第21項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1とする。 

5 法附則第15条第23項第1号に規定する市町

村の条例で定める割合は、3分の2とする。 

5 法附則第15条第22項第1号に規定する市町

村の条例で定める割合は、3分の2とする。 

6 法附則第15条第23項第2号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

6 法附則第15条第22項第2号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

7 法附則第15条第23項第3号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

7 法附則第15条第22項第3号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

8 法附則第15条第24項第1号に規定する市町

村の条例で定める割合は、3分の2とする。 

8 法附則第15条第23項第1号に規定する市町

村の条例で定める割合は、3分の2とする。 

9 法附則第15条第24項第2号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

9 法附則第15条第23項第2号に規定する市町

村の条例で定める割合は、2分の1とする。 

10 法附則第15条第26項第1号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

10 法附則第15条第25項第1号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

11 法附則第15条第26項第1号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

11 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

12 法附則第15条第26項第1号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

12 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

13 法附則第15条第26項第1号ニに規定する設

備について同号ニに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

13 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設

備について同号ニに規定する市町村の条例

で定める割合は、2分の1とする。 

14 法附則第15条第26項第2号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 

14 法附則第15条第25項第2号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 

15 法附則第15条第26項第2号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 

15 法附則第15条第25項第2号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 
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16 法附則第15条第26項第2号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 

16 法附則第15条第25項第2号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、12分の7とする。 

17 法附則第15条第26項第3号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

17 法附則第15条第25項第3号イに規定する設

備について同号イに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

18 法附則第15条第26項第3号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

18 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設

備について同号ロに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

19 法附則第15条第26項第3号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

19 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設

備について同号ハに規定する市町村の条例

で定める割合は、3分の1とする。 

20 法附則第15条第29項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

20 法附則第15条第28項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

21 法附則第15条第33項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の1とする。 

21 法附則第15条第32項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の1とする。 

22 法附則第15条第34項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

22 法附則第15条第33項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

23 法附則第15条第39項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

23 法附則第15条第38項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の2とする。 

24 法附則第15条第43項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の1とする。 

24 法附則第15条第42項に規定する市町村の

条例で定める割合は、3分の1とする。 

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

25 法附則第15条第43項に規定する市町村の

条例で定める割合は、4分の3とする。 

26 （略） 26 （略） 

27 法附則第64条に規定する市町村の条例で

定める割合は、0とする。 

 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 

第9条の3 （略） 第9条の3 （略） 

2～11 （略） 2～11 （略） 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家

屋について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第7

条第13項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律(平成7年法律第123号)第7条又は同

法附則第3条第1項の規定による報告の写し

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第19項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家

屋について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第7

条第17項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関

する法律(平成7年法律第123号)第7条又は同

法附則第3条第1項の規定による報告の写し

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条

第19項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 
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(5) 施行規則附則第7条第13項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) （略） (6) （略） 

13 （略） 13 （略） 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第14条の3 （略） 第14条の3 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用

のものに対する第77条の5(第2号に係る部分

に限る。)及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が令和元年10月1日から

令和3年12月31日までの間(附則第14条の5第

2項において「特定期間」という。)に行われ

たときに限り、これらの規定中「100分の2」

とあるのは、「100分の1」とする。 

 

(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免

の特例) 

(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免

の特例) 

第14条の5 （略） 第14条の5 （略） 

2 法第451条第1項第1号(同条第4項又は第5項

において準用する場合を含む。)に掲げる三

輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以

下この項において同じ。)に対しては、当該

三輪以上の軽自動車の取得が特定期間に行

われたときに限り、第77条第1項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

 

3 （略） 2 （略） 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第15条 法附則第30条第1項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指

定(次項から第8項までにおいて「初回車両番

号指定」という。)を受けた月から起算して

14年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割に係る第79条の規

定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第15条 法附則第30条第1項に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第444条第3項に規定する車両番号の指

定(次項から第4項までにおいて「初回車両番

号指定」という。)を受けた月から起算して

14年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割に係る第79条の規

定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

表（略） 表（略） 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第79条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和2

年4月1日から令和3年3月31日までの間に初

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る三輪以上の軽自動車に対する第79条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和4

年4月1日から令和8年3月31日までの間に初
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回車両番号指定を受けた場合には令和3年度

分 

 の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

表（略） 表（略） 

3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げ

る法第446条第1項第3号に規定するガソリン

軽自動車(以下この条において「ガソリン軽

自動車」という。)のうち三輪以上のものに

対する第79条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和

3年3月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

4 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げ

るガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの

(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に

対する第79条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和

3年3月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用

のものに対する第79条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和3年4月1日から令

和4年3月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月

1日から令和5年3月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

 

6 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げ

る三輪以上の軽自動車(自家用の乗用のもの

を除く。)に対する第79条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が令和3年4月1日から

令和4年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車
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税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年

4月1日から令和5年3月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和5年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

7 法附則第30条第7項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車 

 

 (営業

用の乗用のものに限る。)に対する第79条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から

令和5年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和5年度分 

 の軽自

動車税の種別割に限り、第3項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

 とする。 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける

三輪以上の法第446条第1項第3号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）(営業

用の乗用のものに限る。)に対する第79条の

規定の適用については 

 

 

 、

当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から

令和8年3月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、当該初回車両番号指定

を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中

「3,900円」とあるのは「2,000円」と、

同号ア(ウ )ａ中「6,900円」とあるのは 

「3,500円」とする。 

8 法附則第30条第8項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用のも

のに限る。)に対する第79条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和3年

4月1日から令和4年3月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和4年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン

軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和5年度分 

 の軽自動車税の種別

割に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句         とする。 

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける

三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用のも

のに限る。)に対する第79条の規定の適用に

ついては 

 

 

 、当該ガソリン

軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別

割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」と

あるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)ａ中 

「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第15条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第

2項から第8項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等(法

附則第30条の2第1項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。)に

第15条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第

2項から第4項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等(法

附則第30条の2第1項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。)に
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基づき当該判断をするものとする。 基づき当該判断をするものとする。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課

税の特例) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課

税の特例) 

第16条の2 昭和63年度から令和5年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法

第31条第1項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。)の譲渡(同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同じ。)

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地

等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)

に該当するときにおける前条第1項に規定す

る譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡

所得を除く。次項において同じ。)に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とする。 

第16条の2 昭和63年度から令和8年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法

第31条第1項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。)の譲渡(同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同じ。)

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地

等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規

定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)

に該当するときにおける前条第1項に規定す

る譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡

所得を除く。次項において同じ。)に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和5年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をし

た場合において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5

項に規定する確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡をいう。以下この項において同じ。)

に該当するときにおける前条第1項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則

第34条の2第10項の規定に該当することとな

るときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定

地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をし

た場合において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5

項に規定する確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡をいう。以下この項において同じ。)

に該当するときにおける前条第1項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則

第34条の2第10項の規定に該当することとな

るときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定

地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

3 （略） 3 （略） 

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例) 

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例) 

第23条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国

税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2

年法律第25号。次条において「新型コロナウ

イルス感染症特例法」という。)第5条第4 

第23条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国

税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2

年法律第25号 

 )第5条第4  
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項に規定する指定行事のうち、市長が指定す

るものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、

参加料金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規

定する指定期間内にした場合には、当該納税

義務者がその放棄をした日の属する年中に

法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払

戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号

に掲げる寄附金を支出したものとみなして、

第35条の7の規定を適用する。 

項に規定する指定行事のうち、市長が指定す

るものの中止若しくは延期又はその規模の

縮小により生じた当該指定行事の入場料金、

参加料金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規

定する指定期間内にした場合には、当該納税

義務者がその放棄をした日の属する年中に

法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払

戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号

に掲げる寄附金を支出したものとみなして、

第35条の7の規定を適用する。 
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報告第２号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

宝塚市都市計画税条例(昭和33年条例第1号)新旧対照表 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

(法附則第15条第15項の条例で定める割合) (法附則第15条第14項の条例で定める割合) 

2 法附則第15条第15項に規定する市町村の条

例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措

置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規

定する特定都市再生緊急整備地域における

法附則第15条第15項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1)とする。 

2 法附則第15条第14項に規定する市町村の条

例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措

置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規

定する特定都市再生緊急整備地域における

法附則第15条第14項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1)とする。 

(法附則第15条第33項の条例で定める割合) (法附則第15条第32項の条例で定める割合) 

3 法附則第15条第33項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の1とする。 

3 法附則第15条第32項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の1とする。 

(法附則第15条第34項の条例で定める割合) (法附則第15条第33項の条例で定める割合) 

4 法附則第15条第34項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

4 法附則第15条第33項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

(法附則第15条第39項の条例で定める割合) (法附則第15条第38項の条例で定める割合) 

5 法附則第15条第39項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

5 法附則第15条第38項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

(法附則第15条第44項の条例で定める割合) (法附則第15条第43項の条例で定める割合) 

6 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は、4分の3とする。 

6 法附則第15条第43項に規定する市町村の条

例で定める割合は、4分の3とする。 

19 法附則第15条第1項、第10項、第14項から

第18項まで、第20項、第21項、第25項、第

28項、第32項から第36項まで、第39項、第40

項若しくは第44項    、第15条の2第2

項、第15条の3又は第63条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第2条第2

項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは

第33項又は法附則第15条から第15条の3まで

若しくは第63条」とする。 

19 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第

17項まで、第19項、第20項、第24項、第27

項、第31項から第35項まで、第38項、第39

項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2

項、第15条の3又は第63条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第2条第2

項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは

第33項又は法附則第15条から第15条の3まで

若しくは第63条」とする。 
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報告第４号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

事件の概要 

令和2年12月16日、原告は、宝塚市立地域利用施設雲雀丘倶楽部(以下｢本件施設｣という｡)の利

用許可を、本件施設の指定管理者(以下｢本件指定管理者｣という｡)に対して申請し、許可を受けた

ところ、本件指定管理者から本件施設の利用許可の取消しを受けたことにより、精神的苦痛を被

ったとして、本件施設の設置者である本市に対して慰謝料として、金200万円の支払いを求め、神

戸地方裁判所伊丹支部令和2年(ワ)第333号損害賠償請求事件の訴訟を提起した。令和3年12月16

日に言い渡された判決において、原告の請求は棄却された。 

原告が上記原判決を不服とし控訴を提起した大阪高等裁判所令和4年(ネ)第274号損害賠償請求

控訴事件につき､令和5年5月11日に判決が言い渡され、本市は46万600円の支払及び訴訟費用の4

分の1の負担を命ぜられた。 

令和5年5月25日、本市は、上記判決を不服として大阪高等裁判所に上告状兼上告受理申立書を

提出し、上告の提起及び上告受理の申立てを行った。 
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議案第４８号 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)新旧対照表 

(現行) 

 (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関

として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
宝塚市協働のまち

づくり促進委員会 

協働のまちづくりの促進に

ついての重要な事項の調

査、審議に関する事務 

19人以内 知識経験者又は

市長が適当と認

める者 14人以

内 

公募による市民 

3人 

市職員 2人 

    
    

     

     

 

(改正案) 

 (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関

として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
宝塚市協働のまち

づくり推進会議 

協働のまちづくりの推進に

ついての重要な事項の調

査、審議に関する事務 

10人以内 知識経験者又は

担任事務の遂行

に適任と認めら

れる者 8 人以

内 

公募による市民 

2 人 
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宝塚市協働のまちづくり推進条例(令和2年条例第35号)新旧対照表(附則第2項による改正関係) 

現行 改正案 

附 則 附 則 

(宝塚市協働のまちづくり促進委員会への諮

問) 

(宝塚市協働のまちづくり推進会議  への諮

問) 

3 市長は、前項の検証に当たり、執行機関の

附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第

1号)第1条に規定する宝塚市協働のまちづく

り促進委員会に諮問するものとする。 

3 市長は、前項の検証に当たり、執行機関の

附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第

1号)第1条に規定する宝塚市協働のまちづく

り推進会議  に諮問するものとする。 
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議案第４９号 

 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号)新旧対照表 

※この新旧対照表は、宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号)に、宝塚市市税条例の一部を改正す

る条例(令和4年条例第19号)が溶け込んだものを現行として作成しています。 

現行 改正案 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 

第35条の9 （略） 第35条の9 （略） 

2 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなか

った金額があるときは、当該控除することが

できなかった金額は、令第48条の9の3から第

48条の9の6までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は 

 

 

 当該納税義務者の同項の確定申告書に

係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税若しくは市民税に充当し 

 、若しくは当該

納税義務者の未納に係る徴収金に充当する 

 。 

2 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなか

った金額があるときは、当該控除することが

できなかった金額は、令第48条の9の3から第

48条の9の6までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該控除する

ことができなかった金額のうち法第314条の

9第2項後段に規定する還付をすべき金額に

より当該納税義務者の前項の確定申告書に

係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境

税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該

納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若

しくは納入する。 

3 （略） 3 （略） 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書) 

第37条の3の2 （略） 第37条の3の2 （略） 

 2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定によ

る申告書を給与支払者を経由して提出する

場合において、当該申告書に記載すべき事項

がその年の前年において当該給与支払者を

経由して提出した前項又は法第317条の3の2

第1項の規定による申告書(その者が当該前

年の中途において次項の規定による申告書

を当該給与支払者を経由して提出した場合

には、当該前年の最後に提出した同項の規定

による申告書)に記載した事項と異動がない

ときは、給与所得者は、施行規則で定めると

ころにより、前項又は法第317条の3の2第1項

の規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項又は法第317条

の3の2第1項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

2 前項 又は法第317条の3の2第1項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で市内に

3 第1項又は法第317条の3の2第1項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で市内に
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住所を有するものは、その年の中途において

当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、前項 又は法第317条の3の

2第1項の給与支払者からその異動を生じた

日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その

異動の内容その他施行規則で定める事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

住所を有するものは、その年の中途において

当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、第1項又は法第317条の3の

2第1項の給与支払者からその異動を生じた

日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その

異動の内容その他施行規則で定める事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

3 前2項       の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべ

き給与支払者に受理されたときは、当該申告

書は、その受理された日に市長に提出された

ものとみなす。 

4 第1項及び前項の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべ

き給与支払者に受理されたときは、当該申告

書は、その受理された日に市長に提出された

ものとみなす。 

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が令第48条の9の7の2において準用する令

第8条の2の2に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法(電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第4項及

び第52条の9第3項において同じ。)により提

供することができる。 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が令第48条の9の7の2において準用する令

第8条の2の2に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申

告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法(電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第4項及

び第52条の9第3項において同じ。)により提

供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第3

項の規定の適用については、同項中「申告書

が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とある

のは「給与支払者が提供を受けたとき」と、

「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

6 前項の規定の適用がある場合における第4

項の規定の適用については、同項中「申告書

が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とある

のは「給与支払者が提供を受けたとき」と、

「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

(個人の市民税の徴収方法 ) (個人の市民税の徴収方法等) 

第39条 個人の市民税の徴収については、第

45条、第49条の2第1項、第49条の5又は第52

条の5の規定によって特別徴収の方法による

場合を除くほか、普通徴収の方法による。 

第39条 個人の市民税の徴収については、第

45条、第49条の2第1項、第49条の5又は第52

条の5の規定により  特別徴収の方法による

場合を除くほか、普通徴収の方法による。 

2 （略） 2 （略） 

 3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割

を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課

し、及び徴収する。 

(個人の市民税の納税通知書) (個人の市民税の納税通知書) 

第41条の2 個人の市民税の納税通知書に記載

すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人

の市民税額及び    県民税額 

第41条の2 個人の市民税の納税通知書に記載

すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人

の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税
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 の合算額(第49条第1項又は第49条の6第1

項の規定によって徴収する場合にあっては

特別徴収の方法によって徴収されないこと

になった金額に相当する税額)を前条第1項

の納期(第49条第1項又は第49条の6第1項の

規定によって徴収する場合にあっては特別

徴収の方法によって徴収されないこととな

った日以後に到来する納期)の数で除して得

た額とする。 

額の合算額(第49条第1項又は第49条の6第1

項の規定により  徴収する場合にあっては

特別徴収の方法により  徴収されないこと

になった金額に相当する税額)を前条第1項

の納期(第49条第1項又は第49条の6第1項の

規定により  徴収する場合にあっては特別

徴収の方法により  徴収されないこととな

った日以後に到来する納期)の数で除して得

た額とする。 

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) (給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) 

第45条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て給与の支払を受けている者(次の各号に掲

げる者のうち特別徴収の方法によって徴収

することが著しく困難であると認められる

者を除く。以下この条において「給与所得者」

という。)である場合においては、当該納税

義務者の前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額 

 

 の合算額を特別徴収の方法によっ

て徴収する。 

第45条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て給与の支払を受けている者(次の各号に掲

げる者のうち特別徴収の方法により  徴収

することが著しく困難であると認められる

者を除く。以下この条において「給与所得者」

という。)である場合には      、当該納税

義務者の前年中の給与所得に係る所得割額

及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。次項及び第5項におい

て同じ。)の合算額を特別徴収の方法により

 徴収する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

2 前項の納税義務者について当該納税義務者

の前年中の所得に、給与所得以外の所得があ

る場合においては、当該給与所得以外の所得

に係る所得割額を同項の規定によって特別

徴収の方法によって徴収すべき給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額に加算

して特別徴収の方法によって徴収する。ただ

し、第37条の2第1項の申告書に給与所得以外

の所得に係る所得割額を普通徴収の方法に

よって徴収されたい旨の記載があるときは、

この限りでない。 

2 前項の納税義務者について当該納税義務者

の前年中の所得に、給与所得以外の所得があ

る場合には     、当該給与所得以外の所得

に係る所得割額を同項の規定により  特別

徴収の方法により  徴収すべき給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額に加算

して特別徴収の方法により 徴収する。ただ

し、第37条の2第1項の申告書に給与所得以外

の所得に係る所得割額を普通徴収の方法に

より  徴収されたい旨の記載があるときは、

この限りでない。 

3 前項本文の規定によって、給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によって徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法によって徴収することが

適当でないと認められる特別の事情が生じ

たため、当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい

旨申出があった場合で、その事情がやむを得

ないと認められるときは、市長は、当該特別

3 前項本文の規定により  、給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法により  徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法により  徴収することが

適当でないと認められる特別の事情が生じ

たため、当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい

旨申出があった場合で、その事情がやむを得

ないと認められるときは、市長は、当該特別
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徴収の方法によって徴収すべき給与所得以

外の所得に係る所得割額で、いまだ特別徴収

により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。 

徴収の方法により  徴収すべき給与所得以

外の所得に係る所得割額で、いまだ特別徴収

により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。 

4 （略） 4 （略） 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から

翌年の4月30日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該給与

所得者に対して新たに給与の支払をする者

となった者(所得税法第183条の規定によっ

て給与の支払をする際所得税を徴収して納

付する義務がある者に限る。以下この項にお

いて同じ。)を通じて、当該異動によって従

前の給与の支払をする者から給与の支払を

受けなくなった日の属する月の翌月の10日

(その支払を受けなくなった日が翌年の4月

中である場合には、同月30日)までに、第1項

の規定により特別徴収の方法によって徴収

されるべき前年中の給与所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方

法によって徴収された金額があるときは、当

該金額を控除した金額)を特別徴収の方法に

よって徴収されたい旨の申出をしたときは、

当該合算額を特別徴収の方法によって徴収

するものとする。ただし、当該申出が翌年の

4月中にあった場合において、特別徴収の方

法によって徴収することが困難であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から

翌年の4月30日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該給与

所得者に対して新たに給与の支払をする者

となった者(所得税法第183条の規定により 

 給与の支払をする際所得税を徴収して納

付する義務がある者に限る。以下この項にお

いて同じ。)を通じて、当該異動により  従

前の給与の支払をする者から給与の支払を

受けなくなった日の属する月の翌月の10日

(その支払を受けなくなった日が翌年の4月

中である場合には、同月30日)までに、第1項

の規定により特別徴収の方法により  徴収

されるべき前年中の給与所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方

法により 徴収された金額があるときは、当

該金額を控除した金額)を特別徴収の方法に

より  徴収されたい旨の申出をしたときは、

当該合算額を特別徴収の方法により  徴収

するものとする。ただし、当該申出が翌年の

4月中にあった場合において、特別徴収の方

法により  徴収することが困難であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

6 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴

収される納税義務者が、当該年度の初日の属

する年の6月1日から12月31日までの間にお

いて給与の支払を受けないこととなり、か

つ、その事由が発生した日の属する月の翌月

以後の月割額を特別徴収の方法によって徴

収されたい旨の当該納税義務者からの申出

があった場合及び当該納税義務者が翌年の1

月1日から4月30日までの間において給与の

支払を受けないこととなった場合には、その

者に対してその年の5月31日までの間に支払

われるべき給与又は退職手当等で当該月割

額の全額に相当する金額を超えるものがあ

るときに限り、当該月割額の全額(同日まで

に当該給与又は退職手当等の全部又は一部

の支払がされないこととなったときにあっ

ては、同日までに支払われた当該給与又は退

職手当等の額から徴収することができる額)

6 特別徴収の方法により  個人の市民税を徴

収される納税義務者が、当該年度の初日の属

する年の6月1日から12月31日までの間にお

いて給与の支払を受けないこととなり、か

つ、その事由が発生した日の属する月の翌月

以後の月割額を特別徴収の方法により  徴

収されたい旨の当該納税義務者からの申出

があった場合及び当該納税義務者が翌年の1

月1日から4月30日までの間において給与の

支払を受けないこととなった場合には、その

者に対してその年の5月31日までの間に支払

われるべき給与又は退職手当等で当該月割

額の全額に相当する金額を超えるものがあ

るときに限り、当該月割額の全額(同日まで

に当該給与又は退職手当等の全部又は一部

の支払がされないこととなったときにあっ

ては、同日までに支払われた当該給与又は退

職手当等の額から徴収することができる額)
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を特別徴収の方法によって徴収する。 を特別徴収の方法により  徴収する。 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税

額への繰入れ) 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税

額への繰入れ) 

第49条 個人の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった場合において

は、特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった金額に相当する税額は、その特別

徴収の方法によって徴収されないこととな

った日以後において到来する第41条第1項の

納期があるときは、それぞれの納期におい

て、その日以後に到来する同項の納期がない

ときは直ちに普通徴収の方法によって徴収

する。 

第49条 個人の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法により 

 徴収されないこととなった場合には 

 、特別徴収の方法により 徴収されないこ

ととなった金額に相当する税額は、その特別

徴収の方法により  徴収されないこととな

った日以後において到来する第41条第1項の

納期があるときは、それぞれの納期におい

て、その日以後に到来する同項の納期がない

ときは直ちに普通徴収の方法により  徴収

する。 

2 法第321条の6第1項の通知によって変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る市

民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき徴収税額を

超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別

徴収税額がない場合を含む。)において、当

該納税者の未納に係る徴収金があるときは、

当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の

2の規定の例によって 

 

 

 

当該納税者の未納に係る徴収金に充当する 

 。 

2 法第321条の6第1項の通知により  変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る市

民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき徴収税額を

超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別

徴収税額がない場合を含む。)において、当

該納税者の未納に係る徴収金があるときは、

当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の

2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関

係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及

び第7項の規定を適用することができるもの

とし、当該市町村徴収金関係過誤納金により

当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又

は納入することを委託したものとみなす。 

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の特別徴収) 

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の特別徴収) 

第49条の2 個人の市民税の納税義務者が当該

年度の初日の属する年の前年中において公

的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同

日において老齢等年金給付(法第321条の7の

2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節

において同じ。)の支払を受けている年齢65

歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収す

ることが著しく困難であると認められるも

のとして次に掲げるものを除く。以下この節

において「特別徴収対象年金所得者」とい

う。)である場合においては、当該納税義務

者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額 

 

 の合算額

第49条の2 個人の市民税の納税義務者が当該

年度の初日の属する年の前年中において公

的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同

日において老齢等年金給付(法第321条の7の

2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節

において同じ。)の支払を受けている年齢65

歳以上の者(特別徴収の方法により徴収する

ことが  著しく困難であると認められるも

のとして次に掲げるものを除く。以下この節

において「特別徴収対象年金所得者」とい

う。)である場合には      、当該納税義務

者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴

収を行う森林環境税額を含む。以下この条及

び第49条の5第1項において同じ。)の合算額
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(当該納税義務者に係る均等割額を第45条第

1項の規定により特別徴収の方法によって徴

収する場合においては、公的年金等に係る所

得に係る所得割額。以下この条及び第49条の

5   において同じ。)の2分の1に相当する

額(以下この節において「年金所得に係る特

別徴収税額」という。)を当該年度の初日の

属する年の10月1日から翌年の3月31日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該

老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方

法によって徴収する。 

(当該納税義務者に係る均等割額を第45条第

1項の規定により特別徴収の方法により徴収

する場合には      、公的年金等に係る所

得に係る所得割額。以下この条及び第49条の

5第1項において同じ。)の2分の1に相当する

額(以下この節において「年金所得に係る特

別徴収税額」という。)を当該年度の初日の

属する年の10月1日から翌年の3月31日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該

老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方

法により徴収する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法によって徴収すること

とした場合には当該年度において当該老

齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

(2) 特別徴収の方法により  徴収すること

とした場合には当該年度において当該老

齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課

する個人の市民税のうち当該特別徴収対象

年金所得者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額か

ら年金所得に係る特別徴収税額を控除した

額を第41条第1項の納期のうち当該年度の初

日からその日の属する年の9月30日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法に

よって徴収する。 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課

する個人の市民税のうち当該特別徴収対象

年金所得者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額か

ら年金所得に係る特別徴収税額を控除した

額を第41条第1項の納期のうち当該年度の初

日からその日の属する年の9月30日までの間

に到来するものにおいて普通徴収の方法に

より  徴収する。 

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収

税額への繰入れ) 

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収

税額への繰入れ) 

第49条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項

(これらの規定を法第321条の7の8第3項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。)の規

定により特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった金額に相当する税額は、そ

の特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった日以後において到来する第41条

第1項の納期がある場合においてはそのそれ

ぞれの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合においては直ちに、普

通徴収の方法によって徴収するものとする。 

第49条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項

(これらの規定を法第321条の7の8第3項にお

いて読み替えて準用する場合を含む。)の規

定により特別徴収の方法により  徴収され

ないこととなった金額に相当する税額は、そ

の特別徴収の方法により  徴収されないこ

ととなった日以後において到来する第41条

第1項の納期がある場合には      そのそれ

ぞれの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合には     直ちに、普

通徴収の方法により  徴収するものとする。 

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第

3項において読み替えて準用する場合を含

む。)の規定により年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

特別徴収の方法によって徴収されないこと

となった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第

3項において読み替えて準用する場合を含

む。)の規定により年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

特別徴収の方法により  徴収されないこと

となった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年
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金所得者から徴収すべき年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別

徴収税額がない場合を含む。)において当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収

金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第17条の2の規定によって 

 

 

 

 当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金に充当する 

 。 

金所得者から徴収すべき年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別

徴収税額がない場合を含む。)において当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収

金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する

市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条

第3項、第6項及び第7項の規定を適用するこ

とができるものとし、当該市町村徴収金関係

過誤納金により当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入す

ることを委託したものとみなす。 

(種別割の税率) (種別割の税率) 

第79条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、1台についてそれ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第79条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、1台についてそれ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ（略） ア～ウ（略） 

エ 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、

輪距(二以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの)が

0.5メートル以下であるもの及び側面が

構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が0.5メートル以下の三輪のも

の  

  

  

を除く。)で、総排気量が0.02リットル

を超えるもの又は定格出力が0.25キロ

ワットを超えるもの 年額 3,700円 

エ 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、

輪距(二以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの)が

0.5メートル以下であるもの、側面 が

構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が0.5メートル以下の三輪のも

の及び道路運送車両の保安基準（昭和26

年運輸省令第67号）第1条第1項第13号の

6に規定する特定小型原動機付自転車 

を除く。)で、総排気量が0.02リットル

を超えるもの又は定格出力が0.25キロ

ワットを超えるもの 年額 3,700円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合) 

第9条の2 （略） 第9条の2 （略） 

2～26 （略） 2～26 （略） 

 27 法附則第15条の9の3第1項に規定する市町

村の条例で定める割合は、3分の1とする。 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 

第9条の3 （略） 第9条の3 （略） 

2～11 （略） 2～11 （略） 

 12 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定
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マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該特定マンションに係る同項に規定す

る工事が完了した日から3月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第16項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称) 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面

積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過

した後に申告書を提出する場合には、3月

以内に提出することができなかった理由 

12 （略） 13 （略） 

13 （略） 14 （略） 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

第14条の4 （略） 第14条の4 （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項

の不足額に、これに100の10 の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

4 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項

の不足額に、これに100分の35の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第15条の2 （略） 第15条の2 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不

足額に、これに100分の10の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

3 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不

足額に、これに100分の35の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 
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議案第５０号 

宝塚市一般事務手数料条例及び宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例 

宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条例第8号)新旧対照表(第1条による改正関係) 

現行 改正案 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

表 (略) 表 (略) 

備考 この表及び別表第5において「多機能

端末機」とは、本市の電子計算機と電気通

信回線により接続された民間事業者が設

置する端末機で、証明書を発行する機能を

有するものをいい、「多機能端末機による

交付」とは、多機能端末機で個人番号カー

ド(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成

25年法律第27号)第2条第7項に規定する個

人番号カードをいう。) を使用することに

よる証明書の交付をいう。 

備考 この表及び別表第5において「多機能

端末機」とは、本市の電子計算機と電気通

信回線により接続された民間事業者が設

置する端末機で、証明書を発行する機能を

有するものをいい、「多機能端末機による

交付」とは、多機能端末機を介して電子署

名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律(平成14年法律

第153号)第2条第2項に規定する電子利用

者証明を行う         ことに

よる証明書の交付をいう。 
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宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号)新旧対照表(第2条による改正関係) 

現行 改正案 

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請) (多機能端末機による印鑑登録証明の申請) 

第15条 第13条の規定にかかわらず、印鑑の登

録を受けている者は、多機能端末機(本市の

電子計算機と電気通信回線により接続され

た民間事業者が設置する端末機で、証明書を

発行する機能を有するものをいう。以下同

じ。)で、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律(平

成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個

人番号カードを使用して暗証番号を入力す

ることにより、印鑑登録の証明を申請するこ

とができる。 

第15条 第13条の規定にかかわらず、印鑑の登

録を受けている者は、多機能端末機による交

付(宝塚市一般事務手数料条例(平成22年条

例第8号)別表第1備考に規定する多機能端末

による交付をいう｡)による印鑑登録の証明

を申請することができる。 

2 前項の場合において、多機能端末機に入力

する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する

法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規

定する利用者証明利用者符号を利用するた

めに用いるものとして設定された暗証番号

とする。 

 

(印鑑登録証明手数料) (印鑑登録証明手数料) 

第16条 印鑑登録証明手数料は、宝塚市一般事

務手数料条例(平成22年条例第8号)の定める

ところによる。 

第16条 印鑑登録証明手数料は、宝塚市一般事

務手数料条例            の定める

ところによる。 
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議案第５１号 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号)新旧対照表 

現行 改正案 

(目的) (目的) 

第1条 この条例は、高齢期移行者、乳児、幼

児、小児          、身体障碍
がい

者、精神障碍

者、知的障碍者、母子家庭、父子家庭及び遺

児に対して医療費の一部を助成し、もってこ

れらの者の保健の向上に寄与するとともに、

福祉の増進を図ることを目的とする。 

第1条 この条例は、高齢期移行者、乳児、幼

児、小児、高校生等、身体障碍
がい

者、精神障碍

者、知的障碍者、母子家庭、父子家庭及び遺

児に対して医療費の一部を助成し、もってこ

れらの者の保健の向上に寄与するとともに、

福祉の増進を図ることを目的とする。 

(定義) (定義) 

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 小児 6歳に達する日   以後の最

初の4月1日から15歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある者をいう。 

(4) 小児 6歳に達する日の翌日以後の最

初の4月1日から15歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある者をいう。 

 (5) 高校生等 15歳に達する日の翌日以後

の最初の4月1日から18歳に達する日以後

の最初の3月31日までの間にある者をい

う。 

(5)～(10) （略） (6)～(11) （略） 

(受給資格) (受給資格) 

第2条 医療費の助成を受けることができる者

(以下「対象者」という。)は、宝塚市内に住

所を有する者で、高確法に規定する後期高齢

者医療の被保険者若しくは医療保険各法の

被保険者、組合員若しくは被扶養者であるも

の又は健康保険法(大正11年法律第70号)に

よる日雇特例被保険者で療養の給付等のい

ずれもが受けられないもののうち、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

第2条 医療費の助成を受けることができる者

(以下「対象者」という。)は、宝塚市内に住

所を有する者で、高確法に規定する後期高齢

者医療の被保険者若しくは医療保険各法の

被保険者、組合員若しくは被扶養者であるも

の又は健康保険法(大正11年法律第70号)に

よる日雇特例被保険者で療養の給付等のい

ずれもが受けられないもののうち、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 (4) 高校生等 

(4)～(9) （略） (5)～(10) （略） 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、対象者から除く。ただ

し、第2号に該当する者で、失業その他の規

則で定める理由があると認める者について

は、申請に基づき対象者とすることができ

る。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、対象者から除く。ただ

し、第2号に該当する者で、失業その他の規

則で定める理由があると認める者について

は、申請に基づき対象者とすることができ

る。 
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(1) （略） (1) （略） 

(2) 別表対象者の区分の欄に掲げる区分に

応じ、同表所得による制限に係る者の欄に

掲げる者の前年の所得(1月から6月までの

間に医療保険各法(前項第4号から第8号ま

でに規定する者にあっては、高確法を含

む。第4条第5項において同じ。)の規定に

よる療養の給付等が行われた場合にあっ

ては、前々年の所得とする。)が同表所得

限度額の欄に掲げる額以上の者 

(2) 別表対象者の区分の欄に掲げる区分に

応じ、同表所得による制限に係る者の欄に

掲げる者の前年の所得(1月から6月までの

間に医療保険各法(前項第5号から第9号ま

でに規定する者にあっては、高確法を含

む。第4条第5項において同じ。)の規定に

よる療養の給付等が行われた場合にあっ

ては、前々年の所得とする。)が同表所得

限度額の欄に掲げる額以上の者 

3 前項第2号の規定を適用する場合において、

別表第2条第1項第3号に規定する者の項及び

第2条第1項第4号、第5号又は第6号に規定す

る者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定

するに当たっては、地方税法第314条の7並び

に同法附則第5条の4、第5条の4の2及び第7

条の2の規定による控除前の同法第292条第1

項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定

により課税する所得割を除く。以下単に「所

得割」という。)の額を基準とする。 

3 前項第2号の規定を適用する場合において、

別表第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規

定する者の項 

 所得限度額の欄に掲げる額を算定

するに当たっては、地方税法第314条の7並び

に同法附則第5条の4、第5条の4の2及び第7

条の2の規定による控除前の同法第292条第1

項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定

により課税する所得割を除く。以下単に「所

得割」という。)の額を基準とする。 

4 第2項第2号の規定を適用する場合におい

て、別表第2条第1項第3号に規定する者の項

及び第2条第1項第4号、第5号又は第6号に規

定する者の項所得限度額の欄に掲げる額を

算定するに当たっては、医療保険各法(同表

第2条第1項第4号、第5号又は第6号に規定す

る者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定

するに当たっては、高確法を含む。)の規定

による療養の給付等が行われた月の属する

年度の前年度(当該月が4月から6月までの場

合にあっては、前々年度)の1月1日において、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の

19第1項の市(以下「指定都市」という。)の

区域内に住所を有した場合(指定都市の指定

等により当該住所地が1月2日から4月1日ま

での間に指定都市以外の市町村の区域にな

ったときを除く。)にあっては地方税法第 

314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都

市以外の市町村の区域内に住所を有した場

合で、指定都市の指定等により当該住所地が

1月2日から4月1日までの間に指定都市の区

域内となったときにあっては同法第737条の

2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都

市以外の市町村の区域内に住所を有した場

合の例によるものとする。 

4 第2項第2号の規定を適用する場合におい

て、別表第2条第1項第5号、第6号又は第7号

に規定する者の項 

 所得限度額の欄に掲げる額を

算定するに当たっては、医療保険各法(同表

第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規定す

る者の項所得限度額の欄に掲げる額を算定

するに当たっては、高確法を含む。)の規定

による療養の給付等が行われた月の属する

年度の前年度(当該月が4月から6月までの場

合にあっては、前々年度)の1月1日において、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の

19第1項の市(以下「指定都市」という。)の

区域内に住所を有した場合(指定都市の指定

等により当該住所地が1月2日から4月1日ま

での間に指定都市以外の市町村の区域にな

ったときを除く。)にあっては地方税法第 

314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都

市以外の市町村の区域内に住所を有した場

合で、指定都市の指定等により当該住所地が

1月2日から4月1日までの間に指定都市の区

域内となったときにあっては同法第737条の

2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都

市以外の市町村の区域内に住所を有した場

合の例によるものとする。 

(受給資格の認定) (受給資格の認定) 

第3条 対象者の認定は、前条に規定する者(乳 第3条 対象者の認定は、前条に規定する者(乳
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児、幼児、小児        及び児童にあって

は、その者を監護している者)の申請に基づ

いて市長が行う。 

児、幼児、小児、高校生等及び児童にあって

は、その者を監護している者)の申請に基づ

いて市長が行う。 

(助成の範囲) (助成の範囲) 

第4条 次に掲げる対象者に医療保険各法の規

定による療養の給付等が行われた場合にお

ける医療費の助成は、当該療養の給付等 

 

 に係る医療に要す

る費用の額から医療保険各法に基づき保険

者(医療保険各法の規定により療養の給付等

を行うものをいう。)が負担すべき額を控除

した額(以下「被保険者等負担額」という。)

の範囲内で行う。 

第4条 次に掲げる対象者に医療保険各法の規

定による療養の給付等が行われた場合にお

ける医療費の助成は、当該療養の給付等(第3

号に掲げる者にあっては、入院の医療に関す

る療養の給付等に限る。)に係る医療に要す

る費用の額から医療保険各法に基づき保険

者(医療保険各法の規定により療養の給付等

を行うものをいう。)が負担すべき額を控除

した額(以下「被保険者等負担額」という。)

の範囲内で行う。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 (3) 第2条第1項第4号に規定する者 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 第2条第1項第4号から第6号までに規定する

者に医療保険各法の規定による療養の給付

等が行われた場合における医療費の助成は、

次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応

じ当該各号に定めるとおりとする。 

5 第2条第1項第5号から第7号までに規定する

者に医療保険各法の規定による療養の給付

等が行われた場合における医療費の助成は、

次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応

じ当該各号に定めるとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

6 第2条第1項第7号から第9号まで に規定す

る者に医療保険各法(同項第7号又は第8号に

規定する者にあっては、高確法を含む。以下

この項において同じ。)の規定による療養の

給付等が行われた場合における医療費の助

成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別

に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

6 第2条第1項第8号から第10号までに規定す

る者に医療保険各法(同項第8号又は第9号に

規定する者にあっては、高確法を含む。以下

この項において同じ。)の規定による療養の

給付等が行われた場合における医療費の助

成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別

に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

7 健康保険法による日雇特例被保険者で療養

の給付等のいずれもが受けることができな

いものに係る医療費の助成は、次の各号に掲

げる対象者の区分に応じ当該各号に定める

額の範囲内で行う。 

7 健康保険法による日雇特例被保険者で療養

の給付等のいずれもが受けることができな

いものに係る医療費の助成は、次の各号に掲

げる対象者の区分に応じ当該各号に定める

額の範囲内で行う。 

(1) 第1項各号に掲げる対象者 医療に要

する費用の額 

 

 

(1) 第1項各号に掲げる対象者 医療に要

する費用の額(同項第3号に掲げる対象者

にあっては､入院の医療に関する療養の給

付等に係るものに限る｡） 

(2) (略) (2) (略) 

8・9 (略) 8・9 (略) 

附 則 附 則 

(所得による制限の特例) (所得による制限の特例) 

6 当分の間、別表の規定の適用については、 6 当分の間、別表の規定の適用については、
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第2条第1項第3号に規定する者及び第2条第1

項第4号、第5号又は第6号に規定する者に係

る所得による制限に係る者の所得限度額の

計算において、同表に規定する所得割の額の

算定の基礎とする課税総所得金額は、地方税

法第314条の3第2項の規定にかかわらず、同

項の規定により算定した課税総所得金額か

ら次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額を控除した額とする。 

第2条第1項第5号、第6号又は第7号に規定す

る者               に係

る所得による制限に係る者の所得限度額の

計算において、同表に規定する所得割の額の

算定の基礎とする課税総所得金額は、地方税

法第314条の3第2項の規定にかかわらず、同

項の規定により算定した課税総所得金額か

ら次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額を控除した額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

 (略)  (略) 
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議案第５２号 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

及び宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条

例第30号)新旧対照表(第1条による改正関係) 

現行 改正案 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、当該各号に定める

ものに基づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の区分に応じて、当該各号に定める

ものに基づき、小学校就学前子どもの心身の

状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

第35条の規定に基づき保育所における保

育の内容について厚生労働大臣が定める

指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

第35条の規定に基づき保育所における保

育の内容について内閣総理大臣が定める

指針 

2 （略） 2 （略） 

(特定地域型保育の取扱方針) (特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第35条の規

定に基づき保育所における保育の内容につ

いて厚生労働大臣が定める指針に準じ、それ

ぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前

子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型

保育の提供を適切に行わなければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準第35条の規

定に基づき保育所における保育の内容につ

いて内閣総理大臣が定める指針に準じ、それ

ぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前

子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型

保育の提供を適切に行わなければならない。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 （略） 第51条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

特定地域型保育には特別利用地域型保育を、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付

費(支援法第30条第1項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第3項において同じ。)を、

それぞれ含むものとして、この章(第40条第2

項を除き、前条において準用する第8条から

第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第

17条から第19条まで及び第23条から第33条

までを含む。次条第3項において同じ。)の規

定を適用する。この場合において、第39条第

2項中「利用の申込みに係る支援法第19条第3 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

特定地域型保育には特別利用地域型保育を、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付

費(支援法第30条第1項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第3項において同じ。)を、

それぞれ含むものとして、この章(第40条第2

項を除き、前条において準用する第8条から

第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第

17条から第19条まで及び第23条から第33条

までを含む。次条第3項において同じ。)の規

定を適用する。この場合において、第39条第

2項中「利用の申込みに係る支援法第19条第3 
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号に掲げる小学校就学前子どもの数」とある

のは「利用の申込みに係る支援法第19条第1

号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上

保育認定子どもを除く。以下この節において

同じ。)」とあるのは「支援法第19条第1号又

は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども(第52条第1

項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる支援法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。)」と 

 、「教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満3歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により決定す

る方法、当該特定地域型保育事業者の保育に

関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の

対象となる支援法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。)」と、同条第2項中「支援法第29条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは「支援法第

30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第3項

中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4

項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げる

ものを除く。)に要する費用」と、同条第5

項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。 

号に掲げる小学校就学前子どもの数」とある

のは「利用の申込みに係る支援法第19条第1

号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章において

同じ。)」とあるのは「支援法第19条第1号又

は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども(第52条第1

項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる支援法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあ

るのは「支援法第19条第3号」と、「教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満3歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により決定す

る方法、当該特定地域型保育事業者の保育に

関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の

対象となる支援法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。)」と、同条第2項中「支援法第29条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは「支援法第

30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第3項

中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4

項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げる

ものを除く。)に要する費用」と、同条第5

項中「前各項」とあるのは「前3項」とする。 
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宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)新旧対

照表(第2条による改正関係) 

現行 改正案 

(保育の内容) (保育の内容) 

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省

令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が

定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に

応じた保育を提供しなければならない。 

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省

令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が

定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に

応じた保育を提供しなければならない。 

 

 

- 33-



- 34-



議案第５３号 

 宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例(平成22年条例第11号)新旧対照表 

(現行) 

別表第3(第2条関係) 

名称 事務の区分 金額 
   

   

(2) 特定の民

間 再 開 発 事

業 認 定 申 請

手数料 

租税特別措置法施行令第20条の2第14項又は第38条の4第

24項に規定する要件に該当する事業であることについて

の認定の申請に対する審査 

31,000円

(3) 特定民間

再 開 発 事 業

認 定 申 請 手

数料 

租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に

該当する事業であることについての認定の申請に対する

審査 

32,000円

(4) 地区外転

出 事 情 認 定

申請手数料 

租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情

があることについての認定の申請に対する審査 

24,000円

 

(改正案) 

別表第3(第2条関係) 

名称 事務の区分 金額 
   

   

(2) 特定民間

再 開 発 事 業

認 定 申 請 手

数料 

租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に

該当する事業であることについての認定の申請に対する

審査 

32,000円

(3) 地区外転

出 事 情 認 定

申請手数料 

租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情

があることについての認定の申請に対する審査 

24,000円
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議案第５４号 

 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年条例第30号)新旧対照表 

(現行） 

別表第1(第2条関係) 

名称 区域 

  

  

宝塚山手台地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画宝塚山手台地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

  

  

別表第2(第3条－第8条関係) 

 1 中山桜台Ａ地区地区整備計画区域 ～8 ふじガ丘地区地区整備計画区域 (略) 

 9 宝塚山手台地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分   独立住宅地区Ⅱ   独立住宅地区Ａ   

(イ) 建築してはならな 

い建築物 

      次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 戸建専用住宅 

(2) 戸建住宅で､延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し､かつ､令第130条の3第6号又は第7号に掲げ

る用途のいずれかを兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超

えるものを除く。) 

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館､集会所その他こ

れらに類するもの 

(4) 巡査派出所､公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く｡)に掲げるもの 

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く｡) 

 

(ウ) 

 

建築物の容積

率 

(ａ)       10分の10   

(ｂ)          
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(エ) 建築物の建蔽

率 

(ａ)       10分の5   

(ｂ)       10分の1   

(オ) 

 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

(ａ)   宝塚山手

台地区地

区計画に

附属する

計画図(以

下宝塚山

手台地区

地区整備

計画区域

の部にお

いて「計

画図」と

いう。)に

表示するc

の区域以

外の区域 

計画図に

表示するc

の区域 

  全域   

  (ｂ)         170平方メートル   

(カ) 建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで 

(ａ)         建築物の外壁等の面から道路境界線（水路がある場合

においては、その水路との境界線）までの距離 

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距

離 

  

 の距離の最低

限度 

(ｂ)         1.8メートル 1メートル   

  (ｃ)       次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で

あるもの 

次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メート

ル以下であるもの 
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      (2) 物置その他これに類する用途に供し､軒の高さが

2.3メートル以下で､かつ､床面積の合計が5平方メ

ートル以内であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し､軒

の高さが2.3メートル以下で､かつ､床面積

の合計が5平方メートル以内であるもの 

  

  

(キ) 

 

 

 

建築物の高さ

の最高限度 

 

(ａ)       全域   

(ｂ)       次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ､当該各号に定める数値 

(1) 最高部 9メートル 

(2) 軒 7メートル 

(3) 各部分 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距

離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの 

  

  (ｃ)       建築物の最高部の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに

類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、

これを算入し、建築物の各部分の高さの算定においては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓

その他これらに類する建築物の屋上突出部は、これを算入し、むね飾り、防火壁の屋上突出部その他

これらに類する屋上突出物は、これを算入しない。 

  

 10 川面3丁目地区地区整備計画区域 ～42 安倉上池地区地区整備計画区域 （略） 
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（改正案） 

別表第1(第2条関係) 

名称 区域 

  

  

宝塚山手台地区地区整

備計画区域 

都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画宝塚山手台地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 

  

  

別表第2(第3条－第8条関係) 

 1 中山桜台Ａ地区地区整備計画区域 ～8 ふじガ丘地区地区整備計画区域 （略） 

 9 宝塚山手台地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分   独立住宅地区Ⅱ   独立住宅地区Ⅳ   

(イ) 建築してはならな 

い建築物 

      次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 戸建専用住宅 

(2) 戸建住宅で､延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し､かつ､次のいずれかの用途を兼ねるもの 

 ア 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 

イ 令第130条の3第6号に掲げるもの 

(3) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館､集会所その他こ

れらに類するもの 

(4) 巡査派出所､公衆電話所その他令第130条の4各号(第5号トを除く｡)に掲げるもの 

(5) 前各号の建築物に附属するもの 

 

(ウ) 

 

建築物の容積

率 

(ａ)          

(ｂ)          

(エ) 建築物の建蔽

率 

(ａ)          

(ｂ)          
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(オ) 

 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

(ａ)   宝塚山手

台地区地

区計画に

附属する

計画図(以

下宝塚山

手台地区

地区整備

計画区域

の部にお

いて「計

画図」と

いう。)に

表示するc

の区域以

外の区域 

計画図に

表示するc

の区域 

  全域   

  (ｂ)         170平方メートル   

(カ) 建築物の外壁

等の面から敷

地境界 

(ａ)         建築物の外壁等の面から道路境界線(水路がある場合においては、その水路との境界線)までの距離   

 線までの距離

の最低限度 

(ｂ)         1.8メートル   

(ｃ)       次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し､軒の高さが2.3メートル以下で､かつ､床面積の合計が5平方

メートル以内であるもの 
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(キ) 建築物の高さ

の最高限度 

(ａ)       全域   

(ｂ)       9メートル（軒の高さの最高限度は7メートル）   

(ｃ)       階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上突出部及びむね飾り、

防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、これを算入する。 

  

10 川面3丁目地区地区整備計画区域 ～42 安倉上池地区地区整備計画区域 （略）
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議案第５５号 

 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)新旧対照表 

現行 改正案 

(急速充電設備) (急速充電設備) 

第15条の2 急速充電設備(電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等(電気を動力源とす

る自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105

号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は

同項第10号に規定する原動機付自転車をい

う。第12号において同じ。)をいう。以下こ

の条において同じ。)に充電する設備(全出力

20キロワット以下のもの及び全出力200キロ

ワットを超えるものを除く。)をいう 

 

 

 

 

 。以下同じ。)の位置、構造及び管理

は、次に掲げる基準によらなければならな

い。 

第15条の2 急速充電設備(電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等(電気を動力源とす

る自動車、原動機付自転車、船舶、航空機そ

の他これらに類するものをいう。以下同じ。)

にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下同じ。)

を用いて充電する設備(全出力20キロワット

以下のものを除く。)をいい、分離型のもの

(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポ

スト(コネクター及び充電用ケーブルを収納

する設備で、変圧する機能を有しないものを

いう。以下同じ。)により構成されるものを

いう。以下同じ。)にあっては、充電ポスト

を含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理

は、次に掲げる基準によらなければならな

い。 

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以

下のもの及び消防署長が認める延焼を防

止するための措置が講じられているもの

を除く。)を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から3メートル以上の距離を保つこ

と。ただし、不燃材料で造り、又は覆われ

た外壁で開口部のないものに面するとき

は、この限りでない。 

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以

下のもの及び消防署長が認める延焼を防

止するための措置が講じられているもの

を除く。)を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から3メートル以上の距離を保つこ

と。ただし、次に掲げるものにあっては 

 

 、この限りでない。 

 ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で

開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

(2) その 筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造る

こと。 

(2) その 筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造る

こと。ただし、分離型のものの充電ポスト

にあっては、この限りでない。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に

接続されていない場合には、充電を開始し

ない措置を講ずること。 

(6) コネクター  と電気自動車等が確実に

接続されていない場合には、充電を開始し

ない措置を講ずること。 

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部

に 電圧が印加されている場合には、当該

接続部が                        外れ

ないようにする措置を講ずること。 

(7) コネクターが電気自動車等に接続さ

れ、電圧が印加されている場合には、当該

コネクターが当該電気自動車等から外れ

ないようにする措置を講ずること。 

(8)～(10) （略） (8)～(10) （略） 
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(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させ

ることができる措置を講ずる 

 

 こと。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止す

ることができる装置を、当該急速充電設備

の利用者が異常を認めたときに、速やかに

操作することができる箇所に設けること。 

(12) 自動車等                  の衝突

を防止する措置を講ずること。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突

を防止する措置を講ずること。 

(13) コネクター(充電用ケーブルを電気自

動車等に接続するための部分をいう。以下

この号において同じ。)について、操作に

伴う不時の落下を防止する措置を講ずる

こと。ただし、コネクターに十分な強度を

有するものにあっては、この限りでない。 

(13) コネクター 

 

 について、操作に

伴う不時の落下を防止する措置を講ずる

こと。ただし、コネクターに十分な強度を

有するものにあっては、この限りでない。 

(14)・(15) （略） (14)・(15) （略） 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池 

 を内蔵

しているものにあっては、当該蓄電池につ

いて次に掲げる措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池(主として

保安のために設けるものを除く。)を内蔵

しているものにあっては、当該蓄電池につ

いて次に掲げる措置を講ずること。 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

 (17) 急速充電設備のうち分離型のものに

あっては、充電ポストに蓄電池(主として

保安のために設けるものを除く。)を内蔵

しないこと。 

(17) （略） (18) （略） 

(18) （略） (19) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(喫煙等) (喫煙等) 

第30条 （略） 第30条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項の場合において、併せて図記号による

標識を設けるときは、別表第7に定めるもの

としなければならない。 

 

4 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号

に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物

の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号

に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物

の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な

数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び

当該喫煙所における「喫煙所」と表示した

標識の設置(併せて図記号による標識を設

けるときは、別表第7に定めるものとしな

ければならない 

 。) 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な

数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び

当該喫煙所における「喫煙所」と表示した

標識の設置(健康増進法(平成14年法律第

103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室

標識を設ける場合においては、この限りで

ない。) 

 4 第2項又は前項第2号に規定する標識と併せ
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て図記号による標識を設けるときは、「禁

煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せ

て設ける図記号にあっては、国際標準化機構

が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z

8210に適合するものとし、「喫煙所」と表示

した標識と併せて設ける図記号にあっては、

国際標準化機構が定めた規格第7001号又は

日本産業規格Z8210に適合するものとしなけ

ればならない。 

5 前項第2号に掲げる場合において、劇場等

の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の

用に供しない部分を除く。)以外の場所に設

けなければならない。ただし、劇場等の一部

の階において全面的に喫煙が禁止されてい

る旨の標識の設置その他の当該階における

全面的な喫煙の禁止を確保するために消防

長が火災予防上必要と認める措置を講じた

場合は、当該階において喫煙所を設けないこ

とができる。 

5 第3項第2号に掲げる場合において、劇場等

の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の

用に供しない部分を除く。)以外の場所に設

けなければならない。ただし、劇場等の一部

の階において全面的に喫煙が禁止されてい

る旨の標識の設置その他の当該階における

全面的な喫煙の禁止を確保するために消防

長が火災予防上必要と認める措置を講じた

場合は、当該階において喫煙所を設けないこ

とができる。 

6・7 （略） 6・7 （略） 

別表第7(第30条関係) 別表第7 削除 
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議案第５６号及び第５７号 

 市道路線の認定及び認定変更について 

 道路法(抜粋) 

 (市町村道の意義及びその路線の認定) 

第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認

定したものをいう。 

2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町

村の議会の議決を経なければならない。 

3～5 （略） 

(路線の廃止又は変更) 

第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供す

る必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができ

る。路線が重複する場合においても、同様とする。 

2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定

しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 

3 第7条第2項から第8項まで及び前条の規定は前2項の規定による都道府県道の路線の廃止又は

変更について、第8条第2項から第5項まで及び前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線

の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 
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議案第５８号 

宝塚市自治功労者の認定について 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

 住 所  ああああああああああああ 

氏 名  立 花  誠 

生年月日  あああああああああああ 

勤続年数  37年 

職  歴  昭和61年 4月  宝塚市に奉職 

 平成19年 4月  都市産業活力部都市創造室市街地整備課長 

 平成21年 4月  総務部行政管理室総務課長 

 平成23年 4月  総務部行政管理室長 

 平成27年 4月  市民交流部市民生活室長 

 平成28年 4月  社会教育部長 

 令和 2年 4月  環境部長 

 令和 5年 3月  退職 

 

宝塚市自治功労者条例(抜粋) 

第2条 次に掲げる者は、自治功労者とする。 

(1) 1任期以上在職した市長 

(2) 2任期以上引き続き在職した議会議員 

(3) 市職員で本市に引き続き満20年以上勤続した者で議会の認定を経た者 
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議案第５９号 

宝塚市自治功労者の認定について 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

 住 所  ああああああああああああ 

氏 名  土 屋 智 子 

生年月日  ああああああああああああ 

勤続年数  37年 

職  歴  昭和61年 4月  宝塚市に奉職 

 平成22年 4月  企画経営部政策室課長（政策推進担当） 

 平成24年 4月  市民交流部きずなづくり室広報課長 

 平成25年 4月  産業文化部宝のまち創造室長 

 平成27年 4月  産業文化部産業振興室長 

 平成28年 4月  産業文化部長 

 平成30年 4月  子ども未来部長 

 令和 4年 4月  企画経営部長 

 令和 5年 3月  退職 
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議案第６０号 

宝塚市自治功労者の認定について 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

 住 所  ああああああああああああ 

氏 名  金 岡  厚 

生年月日  ああああああああああああ 

勤続年数  37年 

職  歴  昭和61年 4月  宝塚市に奉職 

 平成23年 4月  上下水道局下水道課長 

 平成28年 4月  都市安全部建設室長 

 平成30年 5月  兼ねて市民交流部地域自治推進担当次長（宝塚市西山まちづくり

協議会担当） 

 平成31年 4月  上下水道局長 

 令和 5年 3月  退職 
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議案第６１号 

宝塚市自治功労者の認定について 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

 住 所  ああああああああああああ 

氏 名  近 成 克 広 

生年月日  ああああああああああああ 

勤続年数  38年 

職  歴  昭和60年 4月  宝塚市に奉職 

 平成22年 4月  企画経営部行財政改革室課長（行財政改革担当） 

 平成23年 4月  企画経営部行財政改革室財政課長 

 平成25年 4月  企画経営部市税収納室長 

 平成27年 4月  産業文化部宝のまち創造室長 

 平成29年 4月  総務部長 

 令和 5年 3月  退職 
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議案第６２号 

宝塚市自治功労者の認定について 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

 住 所  ああああああああああああ 

氏 名  上 田  健 

生年月日 ああああああああああああ 

勤続年数  38年 

職  歴  昭和60年 4月  宝塚市に奉職 

 平成22年 4月  総務部行政管理室契約課長 

 平成25年 4月  市民交流部きずなづくり室長 

 平成27年 4月  企画経営部行財政改革室長 

 平成30年 4月  市民交流部きずなづくり室長 

 令和 2年 4月  市民交流部長 

 令和 5年 3月  退職 
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議案第６３号 

 宝塚市農業委員会の委員任命につき同意を求めることについて 

 宝塚市農業委員会の委員に任命しようとする者 

氏名 生年月日 住所 職業 主な経歴 備

考 

里 宏 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業・

自営業 

中筋南農会長 

中筋南自治会長 

JA 兵庫六甲総代 

 

坂 洋子 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あ    あ

あ 

自営業  ③ 

金岡 昭弘 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業 山本農会長 

山本水利組合長(現在) 

山本自治会役員(現在) 

山本共有財産管理組合役員

(現在) 

 

小中 和正 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業 宝塚市農会連合会会長 

上佐曽利農会長 

西谷地区まちづくり協議会

会長 

西谷自治会連合会副会長 

佐曽利園芸組合役員(現在) 

西谷老人会連合会会長(現

在) 

② 

阪上 照一 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業・

自営業 

口谷農会役員 

口谷自治会役員(現在) 

口谷財産管理組合役員(現

在) 

口谷園芸振興会役員(現在) 

 

阪上 文代 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業 山本婦人会会長(現在) ② 

田中 宏明 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業・

自営業 

JA 兵庫六甲宝塚安倉支店あ

くら朝市部会役員(現在) 

 

西田 勝 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業・

会社員 

西部農会長 

西部農事実行組合副組合長

(現在) 

西部環境保全の会会長(現

在) 

② 

林 五郎 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業 宝塚市農業委員会会長(現

在) 

農地利用最適化推進委員 

玉瀬自治会長 

玉瀬共有財産管理会会長 

② 
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    玉瀬営農組合副組合長(現

在) 

 

平塚 茂樹 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

無職 宝塚神社総代(現在) 

小林自治会役員 

 

福本 充宏 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業・

自営業 

境野農会長 

境野水利組合役員(現在) 

境野自治会副会長(現在) 

JA 兵庫六甲総代(現在) 

 

舩岡 知恵美 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

農業 西谷小学校 PTCA 会長  

古野 弘之 あああああああ

あああ 

あああ ああ

あああ ああ

あああ 

無職 米谷農会役員 

米谷自治会役員 

米谷財産管理組合役員(現

在) 

民生委員(現在) 

明るい選挙推進委員(現在) 

 

注 備考欄 ①:認定農業者 ②:認定農業者に準ずる者 ③:利害関係を有しない者 

 

 農業委員会等に関する法律(抜粋) 

(委員の任命) 

第8条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町

村長が、議会の同意を得て、任命する。 

2・3 (略) 

4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

5 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者が委員の過半

数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基

盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農

林水産省令で定める場合は、この限りでない。 

(1) 認定農業者である個人 

(2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人 

6 前項に定めるもののほか、市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たっては、農業委

員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。 

7 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等に著しい偏り

が生じないように配慮しなければならない。 

 

 宝塚市農業委員会の委員等の定数を定める条例（抜粋） 

 (宝塚市農業委員会の委員の定数) 

第2条 宝塚市農業委員会の委員の定数は、13人とする。 
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